
第 13 回島根県対策本部会議の開催結果について

本日、標記会議を開催しました。概要は下記のとおりです。 

日 時：令和２年８月 28 日（金） 15:00～15:15 

場 所：島根県庁６階 講堂 

出席者：知事、副知事、副教育長、県警本部長、各部局長、防災部次長、 

関係課長  計 23 名 

内 容：以下のとおり 

１．県内の患者発生状況について 

健康福祉部（健康福祉部次長） 

  ・県内の感染者の状況等について説明 【資料１】 

２．県の対応等について 

  防災部（防災危機管理課長） 

・感染者の状況を踏まえた県の目安及び国による感染状況の指標の設定等に 

ついて説明【資料２】 

・全国の感染状況及び政府分科会の評価等について説明【資料３、資料４】 

・島根県の対応を説明 

   「島根県の対応（案）」【資料５】 

３．知事指示事項 

８月７日に、県民の皆様と島根県に帰省される方々に、お盆期間中の注意事項

について、お願いをしました。 

大変心苦しい内容でしたが、県民の皆様と帰省された方々、そして、検討の結

果、帰省を見送られた方々には、多大な御協力をいただいたところであります。 

皆様方に御協力いただいた結果、現時点において、お盆期間中の帰省に起因す

ると思われる新たな感染者は確認されておらず、大変感謝しております。 

令和２年８月 28 日 

島根県防災部防災危機管理課 

担当：茶山、太田 

電話：0852-22-5885 



（島根県からのお願い） 

全国的な新規感染者数は、やや減少に転じていますが、感染拡大のリスクは常

にあることから、県民の皆様には次の事項について、重ねてお願いをします。 

（基本的な感染症対策の徹底） 

県民の皆様には、職場や家庭での感染を防ぐため、 

①「３つの密」の回避 

②「人と人との距離の確保」 

③「マスクの着用」 

④「手洗いなどの手指衛生」 

など、引き続き、基本的な感染症対策に取り組むようお願いします。 

なお、夏の暑い時期でありますので、マスク着用については、熱中症予防との

バランスを取った対応をお願いします。 

（飲食店の利用） 

飲食店の利用について、各店舗において、感染防止対策を徹底してもらうこ

と、県民の皆様にも、そうした店舗を利用していただくことを前提として、 

①県外に出かけた場合には、「接待を伴う飲食店の利用」を控えること、 

また、県外の方との「飲食店のアルコールを伴う利用」を控えること 

②県内においても、県外の方との「接待を伴う飲食店の利用」と 

「飲食店のアルコールを伴う利用」を控えること 

ただし、隣接県のうち、通勤、買い物などの生活圏域に属する地域について

は、県内と同様に扱います。 

（感染された方などに対する偏見や差別防止のお願い） 

松江市でのクラスター発生など、新型コロナウイルス感染が続くなか、感染し

た方や、その関係者などに対するインターネットやＳＮＳでの誹謗中傷、うわさ

話など、心ない言動が残念ながら広がっています。 

こうした行為は、県内からなのか、県外からなのかの判別ができませんので、

全国の皆様にお願いをします。 

こうした誹謗中傷などは、厳に慎んでください。 

感染された方や、その関係者の人権に配慮した冷静な行動をとっていただくこ

とは、感染された方や、その関係者の方への配慮にとどまらず、感染の早期発見



や接触者の把握に繋がり、広く県民の皆様の感染防止にも繋がるものでありま

す。皆様の御理解と御協力を重ねてお願いします。 

（イベント開催制限の継続） 

次に、イベントなど、催し物の主催者の方へのお願いであります。 

イベント開催の制限については、９月３０日までは、現在の目安を継続してい

ただきますようお願いします。 

（感染症拡大予防ガイドラインの実践） 

次に、事業者の方へのお願いであります。 

 感染拡大防止のため、各業界団体が主体となり、業種ごとに実施すべき基本的

事項を整理した「感染拡大予防ガイドライン」が作成され、公表されています。 

 事業者の方は、「感染拡大予防ガイドライン」を再度ご確認のうえ、実践いた

だきますよう、重ねてお願いします。 

 県民及び事業者の皆様へのお願いは、以上となりますが、引き続き、感染拡大

防止、医療提供体制の強化、地域経済や社会活動の回復など、事態の収束に向け

て、全力で取り組んでまいりますので、御理解と御協力をよろしくお願い申し上

げます。 



第13回島根県対策本部会議

                  日時： 令和２年８月28日（ 金） 15： 00～ 

                  場所： 県庁６階 講堂 

１．県内の患者発生状況について

２．県の対応等について 

３．知事指示事項



新型コロナウイルス感染症の県内の発生状況 

４月９日以降、５月２日までに２４人の感染が確認され、約２か月半後の７月１４日から約

２週間の間に５人の感染が確認されました（ 全員退院済）。    

その後８月に入り、松江市内の私立高校関連で１０７人、益田市で１人の感染が確認され、

県内感染者の累計は１３７人となりました。

１．７月以降の患者の発生及び検査状況（ ８月２７日現在）              単位： 人

区  分 陽性判明日 検査人数 陽 性 陰 性 

２５例目（ 出雲市）  7月14日   ６６５   １  ６６４  

２６～２８例目（ 雲南市） 7月21､24日   ６４９   ３  ６４６  

２９例目（ 出雲市）  7月27日    ４６    １   ４５  

３０例目～１３７例目 

（ １２３例目を除く ）  

（ 松江市）  

8 月 8､9､10､11､

12､ 17､19､ 23､

24､25日 

１，０４６ １０７  ９３９  

１２３例目（ 益田市）  8月9日    ７０    １   ６９  

２．ＰＣＲ等検査の実施状況（ ８月２７日現在）  
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対策本部会議資料

令和２年８月２８日

健康福祉総務課

  4/9

県内１例目発生

  7/14～7/27

 県内25～29例目

（ 大学1、雲南3、出雲1）

7/17

312人

7/27

368人
8/14

366人

資料１



感染拡大の傾向が見られる場合の県の取組の考え方 

 「 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（ 令和２年５月25日変更）」の三（ ３） ６）

③に記載された、「 都道府県は、できる限りその判断基準や考え方をあらかじめ設けておく ことと

し、その際は、令和２年５月１４日の専門家会議提言において、『 特定（ 警戒） 都道府県の指定基

準等を踏まえつつ、その半分程度の新規報告者数等で判断することが考えられる』 とされている

こと」 に基づき、次のとおり設定する。  

１．考え方 

新規感染者数などの数値を目安とし、他県の感染状況などを踏まえ、総合的に判断する。  

２．判断の要素となる項目 

(1)国の基本的対処方針等 

(2)島根県内の状況 

 ①感染者の状況 

指標 
国の4月緊急事態

宣言時 
国の再指定時 島根県 

新規感染者数 

（ 直近１週間の累計）  

人口10万人 

あたり５人以上 

（ 約33人）  

- 

人口10万人 

あたり２人以上 

（ 約13人）  

感染経路不明率 

（ 直近１週間の累計）  
50％以上 30%以上 

30％以上 

（ 約４人）  

    （ 注） 島根県の人口を66. 8万人とし、小数点以下を四捨五入している 

②医療提供体制（ 入院患者数、病床稼働数）  

(3)他県の状況 

他の都道府県における外出自粛要請の実施状況 

３．想定される対応 

必要に応じ、法第24条第9項等に基づく各種協力要請等を実施する。

外出 県民の外出自粛要請 

移動 県境をまたぐ移動の自粛要請 

出勤 在宅勤務（ テレワーク） などの推進の要請 

イベント  
クラスター発生のおそれがあるイベント、三密のある集まりに 

ついて、自粛の協力要請 

施設の使用制限 感染の実情に応じ、施設使用の制限への協力要請 

    ※要請等の対象地域は、県内全域とせず、一部の地域を対象として要請する場合がある 

資料２ 



別 添 

指標 内容 
令和２年８月28日

10: 00時点の状況 

国
の
対
応

緊急事態宣言 
宣言の発出及び対象地域の 

設定 
解除 

基本的対処方針 令和２年５月25日変更 変更なし 

県
内
の
状
況
（
注
）

新規感染者数 

（ 直近1週間８月21日 

～27日までの累計）  

人口10万人あたり２人以上 

（ 約13人）  
0. 45人（ ３人）  

感染経路不明率 

（ 直近1週間８月21日 

～27日までの累計）  

30％以上（ 約４人）  0％（ ０人）  

医療提供体制 
①入院中患者数 

②病床稼働数 

①４人 

②4/253床 

（ 注） 島根県の人口を66. 8万人とし、小数点以下を四捨五入している。  



令和２年８月28日時点   

（ 令和２年８月21～27日）  

「 今後の感染状況の変化に対応した対策の実施に関する指標及び目安について」  比較一覧 

指標 

医療提供体制の負荷 監視体制 公衆衛生体制の負荷

①病床のひっ迫具合 ②療養者数 

（ 入院者、自宅・ 宿

泊療養者の合計）

③陽性率 ④新規報告数 
⑤直近1週間と 

先週1週間比較 
⑥感染経路不明率

病床全体 うち重傷者用病床 

国指標 

ステージⅢ 

・ 最大確保病床の 

占有率1/5（ 20%）  

以上 

・ 現時点の確保病床

数の占有率 1/4

（ 25%） 以上 

・ 最大確保病床の 

占有率1/5（ 20%）

以上 

・ 現時点の確保病床

数の占有率 1/4

（ 25%） 以上 

人口10万人当た

りの全療養者数

15人以上 

10% 
15人/ 10万人

/週以上 

直近1週間が先週 

1週間より多い 
50%

ステージⅣ 
最大確保病床の占有

率1/2（ 50%） 以上 

最大確保病床の占有

率1/2（ 50%） 以上 

人口10万人当た

りの全療養者数 

25人以上 

10% 
25人/ 10万人

/週以上 

直近1週間が先週 

1週間より多い 
50%

県指標 病床稼働数 - 入院中患者数 - 2人/ 10万人 - 30%

県の状況 

【 8/28現在】  

・ 最大確保病床の 

占有率1. 6%

・ 現時点確保病床 

数の占有率1. 6% 

・ 最大確保病床数 

253床 

・ 現時点の確保病床数 

253床 

・ 使用状況4床

・ 最大確保病床の 

占有率0%

・ 現時点の確保病 

床数の占有率0%

・ 最大確保病床数25床 

・ 現時点の確保病床数 

25床 

・ 使用状況0床

人口10万人当た

りの全療養者数

0. 60人 

全療養者者  4人 

（ 入院者   4人）  

（ 寮療養者  0人）

0. 98%

（ 8/21～27）  

3件/304件

0. 45 人/10 万

人/週 

（ 8/21～27）  

多い 

【 8/14～8/20】  2人 

【 8/21～8/27】  3人

0% 

（ 8/21～27）  

  0人/3人

資料２－１ 



令和2年8月24日15:00時点

都道府県別確定患者数の累計（チャーター便、クルーズ船案件を除く）

参考

8月10日～8月16日

人口数（千人） 10万人換算
8月17日～8月23日の

1週間累計（人）

人口10万人あたり

（人）

人口10万人あたり

（人）

北海道 5,286 52.86 71 1.34 1.27 0.08

青森 1,263 12.63 0 0.00 0.08 -0.08

岩手 1,241 12.41 2 0.16 0.08 0.08

宮城 2,316 23.16 7 0.30 0.09 0.22

秋田 981 9.81 2 0.20 0.71 -0.51

山形 1,090 10.90 1 0.09 0.00 0.09

福島 1,864 18.64 19 1.02 0.38 0.64

茨城 2,877 28.77 47 1.63 1.70 -0.07

栃木 1,946 19.46 12 0.62 1.39 -0.77

群馬 1,952 19.52 73 3.74 3.28 0.46

埼玉 7,330 73.30 306 4.17 4.11 0.07

千葉 6,255 62.55 279 4.46 4.12 0.34

東京 13,822 138.22 1458 10.55 11.94 -1.39

神奈川 9,177 91.77 516 5.62 5.98 -0.36

新潟 2,246 22.46 9 0.40 0.04 0.36

富山 1,050 10.50 33 3.14 2.00 1.14

石川 1,143 11.43 81 7.09 7.00 0.09

福井 774 7.74 8 1.03 0.13 0.90

山梨 817 8.17 22 2.69 1.47 1.22

長野 2,063 20.63 23 1.11 0.78 0.34

岐阜 1,997 19.97 23 1.15 2.00 -0.85

静岡 3,659 36.59 15 0.41 0.00 0.41

愛知 7,537 75.37 393 5.21 10.34 -5.12

三重 1,791 17.91 53 2.96 2.40 0.56

滋賀 1,412 14.12 45 3.19 2.76 0.42

京都 2,591 25.91 124 4.79 5.33 -0.54

大阪 8,813 88.13 925 10.50 10.81 -0.32

兵庫 5,484 54.84 205 3.74 4.14 -0.40

奈良 1,339 13.39 87 6.50 4.33 2.17

和歌山 935 9.35 27 2.89 1.50 1.39

鳥取 560 5.60 1 0.18 0.00 0.18

島根 680 6.80 2 0.29 1.32 -1.03

岡山 1,898 18.98 12 0.63 0.68 -0.05

広島 2,817 28.17 13 0.46 0.89 -0.43

山口 1,370 13.70 28 2.04 0.36 1.68

徳島 736 7.36 15 2.04 4.08 -2.04

香川 962 9.62 6 0.62 0.31 0.31

愛媛 1,352 13.52 4 0.30 0.22 0.07

高知 706 7.06 6 0.85 2.69 -1.84

福岡 5,107 51.07 422 8.26 10.71 -2.45

佐賀 819 8.19 24 2.93 4.64 -1.71

長崎 1,341 13.41 16 1.19 1.34 -0.15

熊本 1,757 17.57 59 3.36 2.85 0.51

大分 1,144 11.44 25 2.19 0.96 1.22

宮崎 1,081 10.81 50 4.63 2.50 2.13

鹿児島 1,614 16.14 14 0.87 1.18 -0.31

沖縄 1,448 14.48 233 16.09 30.32 -14.23

【出典】

人口数：総務省統計局（H30年推計人口）

感染者数：厚生労働省「確定患者数（報告日ベース）の推移（都道府県別・各日）」（8月24日）

人口数

都道府県

新規感染者数

増減

資料３





【 資料４】
令和2年8月24日開催 新型コロナウイルス
感染症対策分科会（ 第７回）
会議資料より抜粋



島根県の対応（ 案）  

島根県対策本部決定 

県民に対し、以下の４点を要請 

(1)  職場や家庭での感染を防ぐため、 

①「 ３つの密」 の回避 

②「 人と人との距離の確保」  

③「 マスクの着用」  

④「 手洗いなどの手指衛生」  

など、引き続き基本的な感染対策に取り組むこと 

(2)  飲食店の利用について、各店舗において、感染症拡大防止対策

を徹底してもらうこと、また、そうした店舗を利用することを 

前提として、 

①県外に出かけた場合には、「 接待を伴う飲食店の利用」 を 

控えること、また、県外の人との「 飲食店のアルコールを伴う 

利用」 を控えること 

②県内においても、県外の人との「 接待を伴う飲食店の利用」 と 

「 飲食店のアルコールを伴う利用」 を控えること 

ただし、隣接県のうち、通勤、買い物などの生活圏域に属する 

地域については、県内と同様に扱う 

資料５ 



(3)  感染した方やその関係者などに対する、インターネットや 

ＳＮＳでの誹謗中傷、うわさ話などは厳に慎み、県や市町村など 

の公的機関が発信する情報に基づき、人権に配慮した冷静な行動 

をとること 

(4)  ９月１日以降のイベント等の開催にあたっては、「 島根県の 

対応」 別紙を目安として判断すること 



１．イベント開催制限の段階的緩和の目安＜基本的な考え方＞ 

時期 区分 収容率 人数上限 

6月19日から 

7月9日まで 

屋内 50％以内 
１，０００人 

屋外 十分な間隔を確保（ できれば２ｍ）  

7月10日から 

9月30日まで 

屋内 50％以内 
５，０００人 

屋外 十分な間隔を確保（ できれば２ｍ）  
（ 注） 収容率と人数上限のどちらか小さい方を限度とする。（ 両方の条件を満たす必要）  

２．イベント開催制限の段階的緩和の目安＜具体的な当てはめ＞ 

時期 コンサート等 展示会等 プロスポーツ等 
（ 全国的な移動を伴うもの）

祭り、花火大会、野外フェスティバル等の 

人数の管理が困難な行事 

全国的・ 広域的 地域の行事等 

6月19日から

7月9日まで 

【 屋内】 1, 000人又は50％ 

【 屋外】 1, 000人
無観客で実施 

全国的な人の移動が見
込まれるものや参加者
の把握が困難なものに
ついては、中止も含め
て慎重に検討 

・ 特定の地域からの来
場を見込み、人数を
管理できるものは可 
・ 発熱や感冒症状のあ
る者の参加自粛、三
密回避、行事の前後
における三密の生ず
る交流の自粛、手指
の消毒、マスクの着
用等適切な感染防止
策を取ることを呼び
かけ 

7月10日から

9月30日まで

【 屋内】 5, 000人又は50％ 

【 屋外】 5, 000人 

留意点 

・ 密閉空間で大声を発する
もの、人との間隔を十分確
保できないもの等は、慎重
な対応、管楽器にも注意 
・ ７月10日以降は、厳格な
ガイドラインによる対応 

入場制限等により、人との間
隔を十分に確保できないも
の等は慎重な対応 

無観客でも感染症対策の徹
底、試合中・前後における選
手等の行動管理 

- - 

（ 注１）【 屋内】 は、収容率と人数上限のどちらか小さい方を限度とする。【 屋外】 にあっては十分な間隔（ できれば2ｍを確保） すること。  

（ 注２） 今後、県内の感染状況や他県の状況により、上記目安を見直す可能性がある。太字下線部： 8月28日修正

資料５別紙 


